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ホ
ッ
ブ
ス
は
政
治
學
に
お
け
る
基
本
的
な
、
し
か
も
、
ま
つ
た
く
威
璽
あ
る
眞
理
の
一
つ
を
疾
く
か
ら
読
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
肚
會
組
織
の
根
底

に
横
た
わ
る
「
物
理
的
な
カ
」
、
な
い
し
「
制
裁
力
」
、
そ
れ
は
椹
力
を
創
造
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
椹
力
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
封
内
的
に

は
叛
飢
を
押
さ
え
、
鉗
外
的
に
は
敵
を
征
し
、
秩
序
を
維
持
し
て
き
た
。

　
國
家
の
統
一
は
「
肚
會
の
一
般
大
衆
か
ら
隔
離
さ
れ
て
設
け
ら
れ
た
特
殊
集
團
－
特
殊
訓
練
を
受
け
、
特
殊
観
念
に
立
脚
し
、
特
殊
な
法
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

下
に
、
特
殊
な
榮
轡
を
誇
り
と
す
る
軍
隊
i
通
常
は
國
王
の
軍
隊
ー
に
よ
つ
て
と
り
行
わ
れ
て
き
た
」
の
で
あ
つ
て
、
「
剣
」
を
持
つ
軍
隊

こ
そ
は
ホ
ッ
ブ
ス
云
う
と
こ
ろ
の
「
契
約
」
を
完
成
さ
せ
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
制
裁
力
」
を
加
え
う
る
最
終
的
制
度
的
集
團
で
あ
る
と
解

繹
し
え
よ
う
。

　
軍
隊
お
よ
び
軍
部
が
近
代
的
な
形
態
を
整
え
て
出
現
し
て
以
來
、
そ
の
存
在
債
値
に
つ
い
て
と
り
わ
け
多
く
の
論
議
が
闘
わ
さ
れ
て
き
て
い
る

が
、
「
武
装
し
訓
練
さ
れ
た
集
團
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
自
由
に
と
つ
て
危
険
な
存
在
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
訓
練
さ
れ
ざ
る
集
團
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

杜
會
に
と
つ
て
破
壊
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
エ
ド
マ
ン
ド
・
パ
ー
ク
の
言
葉
は
充
分
咀
囑
す
る
に
慣
す
る
。
訓
練
さ
れ
ざ
る
集
團
は
、
そ
の
存
在

目
的
に
と
つ
て
は
害
あ
つ
て
盆
な
き
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
は
、
「
訓
練
さ
れ
た
集
團
」
と
し
て
存
在
理
由
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

こ
の
集
團
の
指
導
者
は
國
家
の
元
首
に
封
し
て
絶
封
的
服
從
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
國
内
的
に
は

專
制
政
治
に
、
封
外
的
に
は
不
法
な
侵
略
に
道
を
開
く
。
も
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
か
り
に
軍
部
指
導
者
が
濁
自
の
鋼
断
か
ら
決
定
す

る
灌
利
を
も
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
軍
事
凋
裁
制
や
國
内
戦
孚
に
道
を
委
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
】
世
紀
間
の
出
來
事
は
、
こ
の
こ
と
が
抽
象
的
な
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
軍
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
封
象
で
な
い
こ
と
を

如
實
に
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
統
治
状
況
を
考
察
す
る
場
合
、
不
幸
に
も
バ
ー
ク
が
多
少
た
め
ら
い
な
が
ら
も
豫
測
し
た
最
悪
の
事
態
が
引
績

い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
こ
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
の
大
部
分
は
軍
部
な
ら
び
に
軍
除
に
關
す
る
記
述
で
あ
り
、
軍
封
軍
、
文
民
封

軍
部
の
紛
糾
に
よ
つ
て
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
云
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
特
に
、
こ
れ
ら
諸
國
の
凋
立
に
始
ま
る
十
九
世
紀
史
は
實
質
的
に
軍
除

の
歴
史
で
あ
つ
た
。
今
世
紀
に
入
つ
て
、
漸
く
こ
の
傳
統
的
態
勢
に
崩
壌
の
萌
し
が
見
ら
れ
、
軍
本
來
の
姿
で
あ
る
プ
・
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

向
つ
て
攣
革
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
政
治
に
お
け
る
文
民
の
擾
頭
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
大
戦
を
挾
ん
で
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

諸
國
内
外
の
情
勢
、
と
り
わ
け
一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
経
濟
的
肚
會
的
制
度
的
攣
革
は
、
軍
部
の
政
治
的
復
活
を
も
含
む
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
政
治
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的
攣
化
を
も
た
ら
し
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歌
況
に
あ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
を
研
究
す
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
地
域
の
軍
部
な
ら
び
に
軍
隊
の
政
治
的
役
割
を
封
象
と

し
た
制
度
的
研
究
は
お
ろ
か
、
何
ら
實
質
的
髄
系
的
研
究
が
進
め
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
む
し
ろ
意
外
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
植
民
地
的
從
属
性

か
ら
未
だ
完
全
に
は
睨
却
せ
ず
、
政
治
構
造
の
安
定
性
に
乏
し
い
諸
國
に
あ
り
、
と
り
わ
け
攣
動
の
激
し
い
こ
の
研
究
封
象
に
は
、
な
か
な
か
把

握
し
難
い
、
近
づ
き
難
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
先
般
、
米
國
封
外
關
係
委
員
會
が
出
版
し
た
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
軍

　
　
（
4
）

部
と
政
治
」
は
わ
れ
わ
れ
が
軍
部
の
歴
史
的
攣
革
過
程
を
分
析
す
る
上
に
お
い
て
確
か
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、

本
書
の
究
極
の
研
究
目
標
が
、
米
合
衆
國
の
剴
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
軍
事
援
助
の
効
果
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
つ
て
、
期
待
し
う
る
反
感
の
測
定

に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
結
局
、
合
衆
國
と
の
利
害
關
係
を
中
心
と
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
枠
を
越
え
る
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
に
遺
憾
の
念

を
箆
え
る
。

　
筆
者
は
、
か
ね
て
か
ら
表
題
の
も
と
に
、
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
慮
さ
れ
て
き
た
何
ら
か
の
政
治
的
理
性
を
把
握
し
よ
う
と
、
企
圖
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
本
書
の
護
刊
を
機
に
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
纒
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
は
じ
め
に
、
一
般
的
理
解
を
兼
ね
て
傾
向
的
思
考
を
軍
隊
の

歴
史
的
攣
革
の
潮
流
に
求
め
、
つ
い
で
制
度
的
、
機
能
的
な
軍
隊
の
諸
断
面
の
考
察
か
ら
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
政
治
過
程

に
占
め
る
軍
隊
の
地
位
と
役
割
と
の
動
態
的
把
握
に
努
め
て
み
る
。

（
－
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
に
お
け
る
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
獲
生
は
、
形
式
上
、
植
民
地
髄
制
が
崩
壌
し
て
濁
立
共
和
國
が
誕
生
し
た
時
黙
に
求
め

　
　
　
　
（
1
）

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
動
機
の
一
つ
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
濁
立
戦
孚
に
お
け
る
軍
除
の
役
割
で
あ
つ
た
。
長
期
間
に
わ
た
る
破
壌
的
な
戦
闘
が
終
つ
た
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

濁
立
と
交
換
し
た
も
の
は
杜
會
的
混
飢
と
無
秩
序
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
あ
つ
て
、
諸
國
の
政
治
的
凝
集
力
を
期
待
す
る
に
足
る
唯
一
の

組
織
は
軍
隊
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、
ま
た
、
植
民
地
時
代
か
ら
引
き
績
き
政
治
的
影
響
力
を
も
つ
て
い
た
教
會
勢
力
に
封
抗
し
、
破
壊
し
え
た
唯

一
の
も
の
で
も
あ
つ
た
。

　
い
ま
一
つ
の
重
要
な
動
機
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
饅
制
そ
の
も
の
が
、
文
民
－
軍
部
爾
勢
力
を
分
離
す
る
と
い
う
傳
統
を
も
た
な
か
つ
た
こ

　
　
（
3
）

と
で
あ
る
。
植
民
地
軍
隊
は
通
常
の
法
の
上
に
お
か
れ
た
貴
族
的
カ
ス
ト
的
特
椹
を
有
し
、
植
民
地
政
府
に
お
け
る
軍
部
が
文
民
に
優
越
す
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
行
政
機
關
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
軍
部
に
よ
つ
て
代
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
母
國
ス
ペ
イ
ン
に
傳
統
的
な
、
・
・
リ
タ
リ

ズ
ム
に
照
鷹
す
る
な
ら
ば
容
易
に
納
得
し
う
る
も
の
が
あ
る
。

　
ま
た
、
諸
國
の
獅
立
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
二
つ
の
動
機
の
他
に
、
こ
れ
は
ま
た
ス
ペ
イ
ソ
國
王
自
身
が
無
意
識
的
に
準
備
し
た
行
政
上
の
、

注
目
に
領
す
る
一
つ
の
失
敗
が
あ
つ
た
。
植
民
地
軍
は
本
來
、
國
王
の
直
轄
下
に
あ
り
、
軍
人
は
す
べ
て
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ル
ド
（
牛
島
人
ー
イ
ベ
リ

ャ
牛
島
か
ら
渡
來
し
た
、
云
わ
ば
内
地
人
）
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
國
王
、
チ
ャ
ー
ル
ス
三
世
は
一
七
六
〇
年
代
に
帝
國

植
民
地
の
治
安
維
持
彊
化
と
軍
事
行
政
費
創
減
の
た
め
軍
隊
の
改
革
を
圖
り
、
新
た
に
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
階
級
の
子
弟
に
軍
歴
へ
の
道
を
開
く
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
に
、
現
地
調
達
に
よ
る
植
民
地
軍
を
編
成
し
た
。
こ
の
た
め
、
選
ば
れ
た
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
の
青
年
た
ち
は
士
官
學
校
で
の
教
育
過
程
を
経
れ
ば
直

ち
に
尉
官
に
任
命
さ
れ
、
同
時
に
、
植
民
地
に
お
け
る
特
椹
階
級
の
列
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
一
八
一
〇
1
二
五
年
に
か
け
て
の
凋
立

戦
孚
で
は
、
こ
う
し
た
ス
ペ
イ
ン
政
府
軍
に
訓
練
さ
れ
た
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
の
將
校
團
が
中
核
と
な
り
、
こ
れ
に
指
導
さ
れ
た
植
民
地
軍
、
な
ら
び

に
民
兵
が
充
分
な
規
模
と
装
備
を
も
つ
て
戦
闘
の
第
一
線
に
戦
つ
た
の
で
あ
る
。
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
ヵ
の
リ
ベ
ル
タ
ド
ー
ル
」
と
云
わ
れ
る
シ
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モ
ソ
・
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
や
ホ
セ
・
デ
・
サ
ン
・
マ
ル
チ
ン
ら
の
ご
と
き
功
績
あ
る
革
命
軍
指
導
者
ら
は
、
い
ず
れ
も
ス
ペ
イ
ン
軍
に
訓
練
さ
れ
た

ク
リ
オ
ー
リ
ョ
で
あ
つ
た
。
こ
の
事
實
が
獅
立
革
命
に
、
そ
し
て
、
・
・
リ
タ
リ
ズ
ム
の
出
現
に
本
質
的
衝
動
と
な
つ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

　
濁
立
が
達
成
さ
れ
て
か
ら
、
革
命
軍
指
導
者
ら
は
王
穫
の
失
墜
に
よ
つ
て
生
じ
た
政
治
的
室
白
の
中
に
容
易
に
、
ま
た
自
然
に
動
い
た
。
新
國

家
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
彊
諸
國
に
よ
る
レ
コ
ン
キ
ス
タ
（
再
征
服
の
意
）
か
ら
防
衛
す
る
と
い
う
本
來
の
軍
事
的
使
命
が
無
意
味
に
な
り
非
現
實
的
に

な
る
に
つ
れ
て
、
超
軍
事
的
政
治
的
機
能
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
與
え
ら
れ
た
制
度
的
椹
盆
を
守
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
ー
軍
事
獅
裁
制
は
諸
共
和
國
の
獅
立
と
同
時
に
出
現
し
た
。
だ
が
、
軍
部
を
、
そ
し
て

國
家
を
背
負
つ
て
立
つ
べ
き
革
命
軍
指
導
者
た
ち
は
、
畢
寛
、
有
能
な
職
業
軍
人
で
は
あ
つ
て
も
、
有
能
な
政
治
家
と
は
な
り
え
な
か
つ
た
。
か

れ
ら
は
安
定
し
永
績
性
あ
る
政
治
艦
制
を
作
り
え
ず
、
一
八
三
〇
年
頃
ま
で
に
政
界
か
ら
消
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
を
は
じ
め
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
た
職
業
的
ミ
リ
タ
ン
ト
の
性
格
に
基
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
凋
立
革
命
の
指
導
者
ら
は
植

民
地
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
の
中
で
も
比
較
的
に
肚
會
的
、
経
濟
的
に
、
ま
た
知
的
に
も
恵
ま
れ
て
育
ち
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
軍
に
入
つ
て
か
ら
は
特
椹
階

級
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
。
資
産
あ
る
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
出
身
の
將
校
ら
は
一
般
に
、
獅
立
革
命
以
前
に
は
生
涯
を
兵
螢
の
窮
屈
な
生
活
に
投
ず

る
こ
と
も
政
治
生
活
に
賭
け
る
こ
と
も
好
ま
ず
、
退
役
後
は
む
し
ろ
政
治
的
責
任
を
避
け
て
自
己
の
所
有
す
る
ア
シ
エ
ン
ダ
（
妊
園
）
に
引
退
す

る
傾
向
が
あ
つ
た
。
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
の
場
合
、
た
ま
た
ま
革
命
の
指
導
的
大
役
を
果
し
た
も
の
の
、
か
れ
の
政
治
感
畳
は
貴
族
的
理
想
主
義
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
の
で
あ
つ
て
、
到
底
、
混
飢
と
無
秩
序
に
徹
し
た
凋
立
後
の
歌
熊
に
適
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
逆
に
、
肚
會
的
、
経
濟
的
に
打
ち

ひ
し
が
れ
て
い
た
階
級
出
身
の
、
機
敏
な
野
心
的
な
蓮
中
に
と
つ
て
、
讐
髄
制
の
專
漸
的
束
縛
を
切
り
抜
け
、
土
地
貴
族
や
教
會
に
よ
つ
て
享
有

さ
れ
て
い
た
権
力
、
財
産
、
な
ら
び
に
肚
會
的
威
信
を
獲
得
す
る
に
絶
好
機
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
濁
立
後
、
理
想
主
義
的
軍
人
政
治
家
に
と

つ
て
代
つ
た
の
は
、
こ
う
し
た
軍
隊
維
歴
の
な
い
、
せ
い
ぜ
い
濁
立
戦
孚
に
紛
れ
こ
ん
だ
志
願
兵
上
り
の
地
方
出
身
者
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
た
ち
で

あ
つ
た
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
的
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
初
期
に
現
れ
た
も
つ
と
も
特
徴
的
な
も
の
が
、
こ
こ
に
出
現
し
た
カ
ウ
デ
ィ
リ
ス
モ
（
統
領



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

主
義
）
で
あ
る
。
「
カ
ウ
デ
ィ
！
リ
．
は
軍
隊
を
創
つ
た
。
し
か
し
、
軍
隊
は
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
を
創
ら
な
か
つ
た
。
」
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
特
有

の
ペ
ル
ソ
ナ
リ
ス
モ
（
個
人
的
信
頼
主
義
）
に
煽
ら
さ
れ
た
地
方
的
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
は
、
杜
會
的
混
飢
に
紛
れ
て
多
く
の
場
合
匪
賊
行
爲
を
犯
し

な
が
ら
次
第
に
中
央
政
椹
に
近
接
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
、
「
訓
練
さ
れ
ざ
る
集
團
、
そ
れ
は
肚
會
に
と
つ
て
破
壊
的
な
も
の
だ
」
と
の
バ
ー

ク
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
の
長
い
混
飢
と
無
秩
序
の
時
代
が
實
護
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
匪
賊
的
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
も
、
や
が
て
「
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
主
義
は
ス
ペ
イ
ソ
系
ア
メ
リ
カ
の
政
治
畑
に
険
い
た
特
徴
あ
る
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

花
で
あ
つ
た
：
…
そ
れ
は
政
治
概
念
で
は
な
く
し
て
心
理
的
な
一
型
で
あ
つ
た
」
と
親
し
ま
れ
る
ま
で
に
定
型
的
な
も
の
に
攣
つ
て
き
た
。
ま

ず
、
地
方
に
お
け
る
戦
闘
的
ミ
リ
タ
ン
ト
で
あ
り
、
先
天
的
に
野
心
的
な
「
馬
上
の
人
」
は
「
ヘ
ソ
テ
」
と
呼
ば
れ
る
私
兵
を
從
え
、
カ
ウ
デ
ィ

ー
リ
ョ
・
デ
・
パ
ゴ
（
出
生
地
の
意
）
と
な
る
。
近
隣
に
勢
力
を
援
大
し
、
地
域
的
統
領
と
な
り
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
と
し
て
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

政
槽
に
挑
戦
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
つ
て
大
統
領
の
地
位
を
奪
う
。
あ
る
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
は
冷
酷
無
比
な
專
制
君
主
と
な
り
、
あ
る
者
は
公
共

事
業
や
國
民
の
編
祉
に
眞
創
に
没
頭
し
た
英
逼
な
温
情
盗
る
る
愛
國
的
改
革
者
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
凋
裁
者
に
過
去
の
學
歴
と
か
経
歴
は
問
わ

れ
な
か
つ
た
。
何
故
な
ら
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
の
哲
學
者
、
ア
ル
ベ
ル
デ
ィ
に
よ
れ
ば
「
十
年
間
の
統
治
生
活
は
正
規
に
政
治
・
行
政
教
育
を
受
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
の
と
同
等
慣
値
が
あ
る
」
の
だ
か
ら
。

　
カ
ゥ
デ
ィ
リ
ス
モ
に
基
づ
く
軍
事
獅
裁
は
、
國
民
大
衆
の
貧
困
と
無
知
、
人
種
の
ル
ツ
ボ
と
云
わ
れ
る
多
様
的
人
種
構
成
、
支
配
と
被
支
配
階

級
間
に
深
い
断
暦
の
あ
る
カ
ス
ト
肚
會
と
い
つ
た
秩
序
の
維
持
を
困
難
な
ら
し
め
る
杜
會
的
経
濟
的
背
景
、
そ
れ
に
、
何
と
し
て
も
植
民
地
艦
制

の
遺
産
で
あ
る
軍
人
自
鰹
の
灌
威
主
義
的
傾
向
に
支
え
ら
れ
、
革
命
－
濁
裁
ー
無
秩
序
の
い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
ぬ
循
環
を
繰
返
し
な
が
ら
十
九

世
紀
末
期
ま
で
引
ぎ
績
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
十
九
世
紀
中
、
最
盛
期
を
誇
つ
た
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
・
・
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
に
も
、
つ
い
に
そ
の
傳
統
的
髄
制
か
ら
の
離
脆
を
決
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
機
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
訪
れ
た
。
十
九
世
紀
末
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
、
資
本
、
そ
れ
に
革
新
的
技
術
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ

　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
二
六
三
）



　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
二
六
四
）

リ
カ
に
流
入
し
、
そ
こ
に
肚
會
的
経
濟
的
髄
制
に
多
分
の
攣
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
政
治
的
に
も
大
き
な
韓
換
を
必
然
な
ら
し
め
た
。
カ
ウ

デ
ィ
ー
リ
ョ
濁
裁
制
は
早
く
は
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
の
一
八
六
〇
年
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
は
一
八
九
〇
年
、
そ
れ
に
チ
リ
ー
、
メ
キ
シ
コ
が
績
い
て
徐
々
に

そ
の
存
在
が
薄
れ
た
か
の
徴
候
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
軍
部
に
封
す
る
外
歴
と
同
時
に
、
そ
の
封
慮
と
し
て
、
軍
部
内
に
起
つ
た
プ

・
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
動
き
が
さ
ら
に
軍
隊
の
輻
換
を
推
進
し
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
プ
ロ
フ
ェ
シ
・
ナ
リ
ズ
ム
ー
職
業
化
蓮
動
は
そ
れ
ま
で
の
私
兵
的
段
階
に
お
け
る
軍
の
無
秩
序
や
特
椹
を
か
さ
に
着
て
の
不
法
行
爲
に
封
す

る
反
慮
で
も
あ
つ
た
が
、
主
と
し
て
近
代
的
再
武
装
化
の
所
産
で
あ
つ
た
と
云
え
る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
、
士
官
集
團
の
そ
れ
ま
で
の
政
治
的
關

心
が
新
し
い
軍
事
機
能
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
私
兵
的
軍
隊
の
國
軍
と
し
て
の
再
編
成
な
ら
び
に
再
武
装
、
第
三
に
、
國
家
の
防
衛
と

は
別
に
國
内
の
秩
序
維
持
と
い
う
「
合
法
的
」
軍
事
義
務
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
生
れ
た
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
さ
ら
に
推
進
し
、
軍
部
内
に
お
け
る
こ
の
傾
向
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
の
が
、
ま
ず
、
チ
リ
ー
が
｝
八
八
五
年
に
招
膀
し
た
ド
イ
ッ
軍

事
顧
問
團
で
あ
つ
た
。
か
れ
ら
は
チ
リ
ー
軍
の
装
備
は
も
ち
ろ
ん
、
陸
軍
士
官
學
校
の
入
學
資
格
を
刷
新
の
手
初
め
に
、
陸
軍
大
學
を
創
設
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

さ
ら
に
参
謀
本
部
を
新
設
す
る
な
ど
そ
の
制
度
的
機
構
に
い
た
る
ま
で
徹
底
的
に
プ
ロ
シ
ャ
的
に
再
編
成
し
た
。
こ
う
し
て
驚
異
的
短
時
日
の
中

に
チ
リ
ー
軍
が
強
化
さ
れ
る
や
、
　
こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
た
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
、
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
（
一
八
九
九
年
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ヴ
ェ
ネ

ズ
ェ
ラ
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
（
一
九
〇
五
年
）
な
ど
の
諸
國
が
こ
れ
に
倣
つ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ソ
ス
軍
事
顧
間
團
も
一
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

紀
末
ま
で
に
ブ
ラ
ジ
ル
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ
ル
ー
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
の
諸
國
に
招
か
れ
て
い
る
。

　
諸
國
軍
除
の
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
か
ら
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
移
行
は
、
こ
れ
ま
で
の
軍
部
の
制
度
的
性
格
を
｝
攣
せ
し
め
る
と
と
も
に
、

文
民
政
治
家
の
擾
頭
を
促
し
た
。
か
れ
ら
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
は
軍
隊
を
非
政
治
的
專
門
集
團
に
韓
換
せ
し
め
、
國
内
秩
序
の
維
持
と
國
家
の
封
外
的

防
衛
の
二
つ
の
「
合
法
的
」
軍
事
機
能
に
絞
る
こ
と
に
は
じ
め
て
專
念
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
文
民
－
軍
部
二
勢
力
の
攣
化

を
不
可
避
的
な
歴
史
的
進
化
の
法
則
で
あ
る
と
断
じ
た
フ
ラ
ソ
シ
ス
コ
・
ガ
ル
シ
ー
ヤ
・
カ
ル
デ
ロ
ン
の
次
の
意
見
は
注
目
に
慣
す
る
。



「
わ
れ
わ
れ
は
常
に
二
つ
の
時
代
の
相
關
を
見
出
す
。
そ
の
一
つ
は
軍
部
の
時
代
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
産
業
襲
展
の
、
あ
る
い
は
文
民
の
時
代

で
あ
る
。
猫
立
が
實
現
し
て
、
す
べ
て
の
共
和
國
に
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
が
樹
立
さ
れ
た
。
だ
が
、
い
つ
か
必
ら
ず
、
軍
部
カ
ス
ト
は
政
権
か
ら
退
け

ら
れ
、
あ
る
い
は
暴
力
を
伴
な
わ
ず
に
政
構
を
譲
つ
て
、
経
濟
關
係
者
が
優
越
す
る
時
が
く
る
。
そ
の
時
こ
そ
、
政
治
は
『
文
民
主
義
』
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
支
配
さ
れ
る
の
だ
。
」

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
は
、
獅
立
し
て
は
じ
め
て
李
和
な
一
時
代
を
生
ん
だ
。
た
し
か
に
、
そ
の
何
よ
り
の
好
例
は
、
一
八
二
五
ー
八
三
年
間
に

五
同
の
地
域
的
國
際
戦
孚
が
起
つ
て
い
る
の
に
、
そ
の
後
は
一
九
三
二
年
の
チ
ャ
コ
紛
箏
ま
で
、
お
よ
そ
牛
世
紀
間
、
一
度
も
そ
れ
が
な
か
つ
た

こ
と
が
學
げ
ら
れ
る
。
手
和
は
、
少
く
と
も
部
分
的
に
、
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
衰
頽
と
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
擁
頭
の
所
産
で
あ
つ
た
。

　
し
か
し
、
カ
ル
デ
・
ン
の
断
定
が
鯨
り
に
軍
純
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
時
期
荷
早
で
あ
つ
た
の
か
は
別
と
し
て
、
諸
國
軍
隊
の
プ
・
フ
ェ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
軍
部
の
政
治
干
渉
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
つ
た
。
一
九
三
〇
年
以
降
は
再
び
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
が
復
活
し
た
徴
候
を

見
せ
て
い
る
。
大
恐
慌
は
文
民
支
配
階
級
と
政
権
を
再
び
狙
う
も
の
と
の
間
の
雫
い
を
鋭
く
鍬
決
さ
せ
た
。
軍
部
は
攣
革
の
擁
護
者
と
し
て
起
ち

上
つ
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
も
と
で
左
翼
か
ら
の
脅
威
に
直
面
し
た
多
く
の
諸
國
の
、
文
民
大
統
領
の
中
に
は
、
軍
部
の
改
革
者
に
道
を
譲
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

こ
の
保
守
的
軍
事
獅
裁
に
よ
つ
て
武
力
に
よ
る
傳
統
的
髄
制
の
維
持
を
圖
ろ
う
と
し
た
も
の
が
績
出
し
た
。
こ
の
傾
向
は
時
期
的
に
こ
そ
異
な
れ

軍
部
の
肚
會
的
危
機
に
お
け
る
役
割
に
は
共
通
の
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
恐
慌
の
は
じ
ま
つ
た
一
九
三
〇
年
か
ら
今
日
ま
で
の
三
〇
年
間
大
ざ
つ
ぱ
に
つ
ぎ
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
最
初
は
一
九

三
〇
年
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
時
代
で
、
肚
會
的
不
安
と
反
革
命
が
績
い
た
が
、
こ
の
間
、
一
塁
に
頽
勢
を
挽
同
し
よ
う
と
努
め
た

ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
挑
戦
は
概
し
て
不
成
功
に
終
つ
て
い
る
。
第
二
期
は
第
二
次
大
戦
後
か
ら
の
約
一
〇
年
間
で
奮
鰹
制
と
肚
會
改
革
の
爾
前
線
間

に
新
た
な
革
命
に
よ
る
循
環
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
間
、
文
民
の
新
指
導
者
の
進
出
が
顯
著
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ン
・
ぺ
・
ン
の
如
き
典
型
的
軍
事
獅

裁
者
が
現
わ
れ
た
の
も
こ
の
一
時
期
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
だ
い
た
い
一
九
四
七
年
頃
以
降
の
第
三
期
に
入
る
。
近
年
、
杜
會
改
革
の

　
　
　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
二
六
五
）



　
　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
二
六
六
）

歩
み
は
そ
の
速
度
を
弛
め
た
り
、
あ
る
い
は
逡
巡
す
る
傾
向
が
目
立
つ
て
き
た
が
、
同
時
に
抑
歴
的
な
濁
裁
制
の
い
く
つ
か
が
駆
逐
さ
れ
た
こ
と

に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
前
期
に
盛
り
上
つ
た
反
動
と
反
革
命
の
高
潮
が
、
相
互
の
波
頭
を
鎭
め
あ
う
と
い
う
現
象
が
最
近
の
特
徴
と

云
え
よ
う
。
こ
の
間
、
軍
部
は
概
し
て
封
立
す
る
双
方
に
加
捲
し
て
お
り
、
こ
こ
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
新
局
面
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
第
二
、
第
三
期
は
、
各
國
の
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
維
濟
的
肚
會
的
文
脈
に
紛
れ
て

軍
部
の
動
き
に
も
多
様
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
的
攣
革
過
程
の
考
察
か
ら
は
一
般
的
な
傾
向
を
知
る
こ
と
だ
け
に
止
め
、
さ
ら
に
制

度
的
機
能
的
考
察
に
入
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
（
1
）
　
正
確
に
云
え
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ラ
ジ
ル
だ
け
は
ス
ペ
イ
ソ
系
ア
メ
リ
カ
諸
國
と
濁
立
の
経
緯
を
異
に
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
系
を
率
い
た
新

　
　
皇
帝
が
當
時
の
政
治
機
構
を
そ
の
ま
ま
存
績
さ
せ
た
の
で
濁
立
の
混
飢
に
さ
い
し
て
軍
の
介
入
は
殆
ん
ど
な
か
つ
た
。

　
（
2
）
臣
昌
①
詳
国
Φ
旨
け
σ
q
℃
｝
聾
9
0
曙
9
■
暮
甘
毎
日
魯
一
S
｝
一
。
鰹
”
や
8
9

　
（
3
）
曽
一
叶
・
ξ
出
霞
o
髭
国
薦
Φ
目
o
U
零
一
9
0
0
お
旨
日
Φ
旨
即
呂
｝
o
一
置
。
の
甘
■
魯
営
卜
日
①
匡
8
」
謡
。。
矯
づ
●
一
㎝
。
。
。

　
（
4
）
距
一
陸
8
田
餌
目
po
ξ
自
ぎ
目
緩
切
b
暮
置
毎
日
①
ユ
8
》
田
9
0
胡
一
一
3
9
題
’
嵩
㌣
。。
，

　
（
5
）
　
精
神
病
理
學
に
お
け
る
債
値
剥
奪
（
留
b
昌
蚕
試
o
口
）
と
債
値
附
與
（
一
呂
q
蒔
①
目
8
）
の
相
關
關
係
を
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
明
確
に
理
解
で
き
よ
う
。

　
（
6
）
O
ご
目
曾
B
o
》
，
oo
ぎ
噌
≦
o
一
ど
ω
一
日
爵
田
o
ロ
く
碧
一
一
3
ト
や
旨
9

　
（
7
）
名
筥
置
目
薯
・
毘
①
易
8
帥
邑
閂
8
臼
一
8
0
’
O
戸
O
o
話
鍔
日
聲
訂
9
■
暮
甘
》
日
①
鼠
8
」
3
5
や
屋
。
●

　
（
8
）
　
臼
Φ
¢
駐
α
①
O
帥
一
一
β
α
Φ
N
℃
■
即
ω
含
8
Φ
H
一
〇
鋤
9
一
3
合
や
一
8
●

　
（
9
）
宅
。
≦
■
国
Φ
易
8
9
巳
国
。
9
0
鉾
8
。
a
“
こ
も
。
一
ω
。
●

　
（
1
0
）
　
一
び
営
‘
や
一
ω
9

　
（
1
1
）
　
＝
．
国
●
H
》
即
く
駐
一
〇
や
o
詳
こ
b
●
一
9
●

　
（
1
2
）
屠
註
ロ
＝
窪
笥
①
F
8
．
9
“
｝
唱
』
㌣
G。
●

　
（
1
3
）
男
o
胃
。
宣
0
9。
崔
Φ
ま
劃
■
暮
一
ロ
ト
日
①
誉
8
一
駐
盈
⑩
Φ
㊤
昆
噌
吋
o
磐
Φ
ω
9
一
。
β
や
。
。
9

　
（
1
4
）
国
儀
三
ロ
一
」
9
巧
①
劃
o
や
9
叶
こ
や
㎝
り
●



　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
制
度
的
考
察

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
共
和
國
憲
法
第
八
六
條
は
、
大
統
領
の
権
能
の
一
部
と
し
て
軍
隊
の
統
帥
椹
を
規
定
し
て
い
る
。

第
八
六
條

　
　
一
五
項
大
統
領
ハ
全
陸
海
軍
ノ
最
高
司
令
長
官
テ
ア
ル

　
　
一
六
項
　
大
統
領
ハ
國
ノ
軍
職
ヲ
整
備
シ
、
元
老
院
ノ
同
意
ヲ
得
テ
軍
除
ノ
上
級
將
校
ノ
任
命
マ
タ
ハ
進
級
ヲ
行
イ
、
且
ツ
自
ラ
職
場
二
於
テ
コ
レ
ヲ
行
使
ス
ル

　
　
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
一
七
項
　
大
統
領
ハ
軍
ヲ
統
帥
シ
、
且
ツ
國
ノ
必
要
二
鷹
ジ
テ
軍
ノ
編
成
及
ビ
配
置
ヲ
監
督
ス
ル
コ
ト

　
大
統
領
が
軍
除
の
最
高
指
揮
官
で
あ
り
、
軍
職
の
任
命
椹
と
同
時
に
軍
の
統
帥
構
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
ヵ
諸

國
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
、
お
よ
び
そ
の
他
の
大
統
領
制
に
共
通
で
あ
つ
て
、
こ
と
條
文
に
關
し
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
過
去
に
お

け
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
實
態
に
は
、
憲
法
規
定
に
み
ら
れ
る
外
見
に
較
べ
て
、
鯨
り
に
も
甚
し
い
隔
り
が
あ
つ
た
こ
と
に
、
ま
ず
も
つ

て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
時
代
の
軍
隊
、
そ
れ
は
國
軍
と
云
う
よ
り
地
方
的
軍
閥
の
表
現
の
方
が
よ
り
正
し
い
。
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
大
統
領
の
軍
除

も
、
し
た
が
つ
て
大
統
領
自
身
の
私
兵
で
あ
り
、
ま
た
、
軍
閥
を
統
一
化
集
團
化
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
「
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
は
軍
隊
を
創
る
が
、

軍
隊
は
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
を
創
ら
な
か
つ
た
」
の
言
葉
通
り
に
、
じ
つ
さ
い
、
實
穫
あ
る
者
の
み
が
軍
閥
を
統
一
し
て
最
高
の
國
家
的
地
位
に
あ

る
大
統
領
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
大
統
領
は
統
治
上
の
全
樺
限
を
濁
占
す
る
。
す
べ
て
の
機
關
は
留
甘
8
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
留
富
9
0
に
よ
り
大
統
領
に
從
属
す
る
。

必
然
的
に
、
大
統
領
は
専
制
的
に
な
り
、
統
帥
構
を
濫
用
し
て
自
己
の
競
孚
者
や
反
封
者
の
撲
滅
を
企
る
。
議
員
は
國
民
に
よ
つ
て
選
學
さ
れ
る

　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
二
六
七
）



　
　
　
　
テ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
げ
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
二
六
八
）

に
し
て
も
、
政
府
は
軍
隊
を
出
動
さ
せ
て
選
拳
蓮
動
に
干
渉
さ
せ
、
投
票
結
果
を
誤
魔
化
し
て
正
當
な
國
民
意
志
の
襲
現
を
妨
害
す
る
。
さ
ら
に
、

大
統
領
が
軍
隊
の
統
帥
構
を
利
用
し
て
、
自
己
の
保
全
に
努
め
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

大
統
領
は
國
家
緊
急
構
の
獲
動
に
よ
り
、
簡
軍
に
戒
嚴
令
（
国
曾
毘
。
留
畳
一
〇
）
を
布
告
し
う
る
椹
限
が
與
え
ら
れ
て
い
る
黙
で
あ
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
蓮
邦
共
和
國
憲
法
第
…
二
條

　
　
コ
ノ
憲
法
ノ
施
行
及
ビ
コ
ノ
憲
法
ニ
ヨ
リ
創
設
サ
レ
タ
官
憲
ノ
職
務
ノ
執
行
ヲ
危
ク
ス
ル
外
國
ノ
攻
撃
若
シ
ク
ハ
國
内
ノ
動
飢
二
際
シ
、
秩
序
ノ
混
飢
ガ
存
在
シ

　
　
テ
イ
ル
州
叉
ハ
領
土
二
於
テ
ハ
、
憲
法
上
ノ
保
障
ガ
停
止
サ
レ
、
戒
嚴
令
ガ
宣
告
サ
レ
ル
。
但
シ
、
コ
ノ
停
止
期
間
中
二
、
共
和
國
大
統
領
ハ
自
ラ
有
罪
ヲ
宣
告

　
　
シ
刑
罰
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ナ
イ
。
コ
ノ
場
合
、
大
統
領
ノ
槽
限
ハ
、
個
人
二
關
シ
テ
ハ
、
モ
シ
ソ
ノ
者
ガ
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
領
土
ヲ
退
去
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
シ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
カ
ッ
タ
ト
キ
、
ソ
ノ
者
ヲ
逮
捕
シ
、
若
シ
ク
ハ
一
地
貼
カ
ラ
他
ノ
地
織
へ
楡
邊
ス
ル
コ
ト
ニ
限
ラ
レ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
。

同
　
第
八
六
條
一
九
項

　
大
統
領
ハ
、
外
國
軍
除
ノ
侵
入
二
際
シ
、
共
和
國
ノ
一
地
黙
叉
ハ
歎
地
黙
二
於
テ
一
定
ノ
期
間
二
限
り
、
元
老
院
ノ
同
意
ヲ
モ
ツ
テ
、
戒
嚴
令
ヲ
宣
告
ス
ル
コ

　
　
ト
。
但
シ
、
國
内
叛
飢
ノ
場
合
ニ
ハ
、
連
邦
議
會
ニ
ソ
レ
ラ
ノ
槽
限
ガ
闘
ス
ル
タ
メ
、
大
統
領
ハ
蓮
邦
議
會
ノ
休
會
中
二
限
リ
、
當
核
権
限
ヲ
有
ス
ル
。
大
統
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ハ
、
第
二
三
條
ニ
ヨ
リ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
範
園
内
デ
、
コ
レ
ラ
ノ
権
限
ヲ
行
使
ス
ル
。

　
以
上
が
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
の
現
行
憲
法
（
一
九
五
七
年
）
に
お
け
る
戒
嚴
令
に
關
す
る
規
定
で
あ
つ
て
、
他
の
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
も
ほ
と
ん

ど
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
地
域
特
有
の
凋
裁
と
革
命
に
よ
る
政
治
髄
制
は
容
易
に
憲
法
規
定
を
改
攣
す
る

の
で
、
國
に
よ
り
多
少
の
差
は
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
場
合
も
、
ペ
ロ
ン
が
制
定
し
た
一
九
四
九
年
憲
法
で
は
、
上
述
の
戒
嚴
令
の
他
に
豫
防

警
戒
朕
態
（
国
9
9
。
3
富
肩
雲
窪
9
言
同
巴
霞
目
9
。
）
を
宣
す
る
穂
限
が
大
統
領
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
前
掲
第
二
三
條
（
一
九
四
九
年
憲
法
で
は
第
三
四
條
）
の
條
文
に
績
い
て
、

　
　
佳
民
ノ
生
活
ノ
正
常
ナ
進
行
ア
ル
イ
ハ
主
要
ナ
活
動
ヲ
脅
ス
オ
ソ
レ
ア
ル
公
秩
序
ノ
混
飢
ガ
ア
ル
場
合
二
於
テ
モ
同
様
二
、
非
常
事
態
ノ
宣
言
ガ
ナ
シ
ウ
ル
。
法

　
律
ハ
、
當
該
措
置
ノ
法
的
効
果
ヲ
定
立
ス
ル
。
但
シ
、
コ
レ
ハ
憲
法
上
ノ
保
障
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
必
要
ト
サ
レ
ル
限
度
二
於
テ
暫
定
的
ニ
ソ
レ
ラ
ヲ
制
限
ス



ル
モ
ノ
ト
ス
ル
。
コ
ノ
場
合
、
個
人
二
關
シ
テ
大
統
領
ノ
権
限
ハ
、
ソ
ノ
者
ヲ
三
〇
日
ヲ
越
エ
ナ
イ
期
間
拘
留
シ
、
マ
タ
領
土
内
ノ
一
地
鮎
カ
ラ
他
ノ
地
鮎
へ
移
鱒

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ス
ル
コ
ト
ニ
制
限
サ
レ
ル
。

同
第
八
六
條
一
九
項
（
一
九
四
九
年
憲
法
で
は
第
八
三
條
一
九
項
）
の
三
節
と
し
て
、

住
民
ノ
生
活
上
ノ
正
常
ナ
進
行
マ
タ
ハ
主
要
ナ
活
動
ヲ
脅
ス
オ
ソ
レ
ノ
ア
ル
公
秩
序
ノ
侵
害
二
際
シ
テ
モ
、
國
内
ノ
一
地
融
マ
タ
ハ
籔
地
黙
二
一
定
期
間
二
限
リ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

非
常
事
態
ヲ
宣
言
シ
、
且
ツ
蓮
邦
議
會
へ
報
告
ス
ル
コ
ト
。

　
こ
の
豫
防
警
戒
欣
態
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ぺ
・
ン
は
地
位
の
安
全
を
よ
り
一
暦
期
待
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
う
し
た
措
置
は
多
か

れ
少
か
れ
、
ど
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
國
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
憲
法
第
八
七
條
コ
ニ
項
は
大
統
領
に
戒
嚴
令
を
宣
す
る

　
　
　
　
（
6
）

こ
と
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
第
二
〇
六
條
か
ら
二
｝
四
條
に
か
け
て
、
そ
の
期
間
中
、
市
民
の
逮
捕
、
通
信
の
槍
閲
、
集
會
・
結
杜
の
自
由
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

停
止
な
ど
｝
蓮
の
措
置
を
と
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
戒
嚴
令
を
宣
言
す
る
か
否
か
の
裁
量
も
大
統
領
に
属
す
る
。

　
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
統
帥
権
、
任
命
構
、
國
家
緊
急
椹
な
ど
は
、
こ
と
ご
と
く
、
大
統
領
が
專
制
的
椹
力
を
押
し
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
地

位
の
保
全
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。
だ
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
こ
う
し
た
構
力
の
集
中
は
、
「
力
」
の
背
景
あ
る
者
に
と
つ
て
の
み

極
め
て
有
効
な
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、
「
カ
」
を
も
た
ぬ
者
に
は
何
ら
効
果
あ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
か
り
に
軍
除
の
支
持
す
る
革
命
に
よ
つ
て
文
民
大
統
領
が
生
れ
た
と
し
よ
う
。
か
れ
は
軍
の
統
帥
椹
、
任
命
権
を
握
つ
て
お
り
、
そ
の
編
成
や

配
置
を
攣
更
す
る
穫
限
も
有
す
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
じ
つ
さ
い
に
は
、
こ
の
革
命
政
椹
の
改
革
活
動
は
非
軍
事
的
事
項
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を

え
な
い
。
軍
部
内
に
事
實
上
の
権
力
を
有
す
る
大
統
領
の
場
合
の
み
、
法
律
上
の
椹
力
も
効
力
を
穫
す
る
の
で
あ
つ
て
、
軍
部
に
實
権
を
も
た
ぬ

大
統
領
は
、
こ
と
軍
除
に
關
す
る
限
り
、
法
律
的
椹
限
も
無
意
味
で
あ
る
ば
か
り
か
、
政
治
的
紛
雫
の
最
終
的
調
停
者
と
し
て
の
軍
の
役
割
を
改

攣
す
る
こ
と
さ
え
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
憲
法
上
の
諸
椹
利
が
侵
害
さ
れ
た
時
、
軍
事
干
渉
を
必
要
と
す
る
時
を
決
定
す
る
裁
量
穫
も
、
大
統

領
や
議
會
よ
り
も
軍
隊
自
鐙
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
う
し
た
大
統
領
は
早
晩
、
短
命
の
中
に
政
権
を
譲
ら
ね
ば

　
　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
二
六
九
）



　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
二
七
〇
）

な
ら
ぬ
蓮
命
に
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
憲
法
は
軍
事
獅
裁
者
に
は
椹
力
の
集
中
を
ま
す
ま
す
有
効
に
認
め
る
が
、
丈
民
大
統
領
に
は
「
法
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
な
き
」
も
の
に
等
し
か
つ
た
。
じ
つ
さ
い
、
軍
除
の
露
趨
そ
の
も
の
が
「
大
統
領
を
作
り
、
あ
る
い
は
大
統
領
を
騙
逐
し
た
」
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
現
實
の
事
態
は
、
形
式
的
に
は
と
も
か
く
、
軍
隊
が
常
に
法
の
上
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
じ
つ
さ
い
、
「
軍
隊
の
機

能
は
國
家
に
よ
つ
て
か
れ
ら
に
委
任
さ
れ
て
い
る
の
か
」
、
あ
る
い
は
「
軍
除
は
憲
法
規
定
と
は
別
個
の
椹
利
と
機
能
を
、
先
天
的
に
、
ま
た
永
久

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
、
保
有
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
間
題
が
眞
劒
に
討
議
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
ラ
テ
ン
．
ア
メ
リ
ヵ
諸
國
の
ほ
と
ん
ど
の
軍
隊
は
、

軍
事
事
項
に
關
し
て
は
完
全
な
自
治
構
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
政
治
間
題
に
つ
い
て
は
、
僅
か
二
、
三
ヵ
國
の
例
外
を
除
い
て
、
政
府
を

随
意
に
攣
革
す
る
先
天
的
穫
利
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
言
し
て
揮
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
外
見
的
に
立
憲
主
義
を
装
い
、
民
主
主
義
的
艦
裁
に
隠
さ
れ
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
濁
裁
制
は
、
も
つ
ぱ
ら
そ
の
「
制
裁
力
」

の
根
源
で
あ
る
軍
隊
に
死
活
構
が
握
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
軍
隊
の
内
部
的
統
制
な
い
し
、
そ
の
性
格
は
ど
う
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
軍
隊
に
お
け
る
上
官
の
命
令
に
下
級
者
は
絶
封
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

從
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
命
令
に
違
反
し
、
あ
る
い
は
軍
事
法
典
に
違
反
し
た
罪
を
犯
す
者
は
軍
事
裁
到
に
附
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
ヵ
で
は
外
形
ほ
ど
の
嚴
格
さ
を
現
實
は
示
し
て
い
な
い
。
概
し
て
、
上
級
將
官
と
下
級
將
校
、
將
軍
と
少
佐
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

尉
、
中
尉
級
と
の
間
に
は
理
念
的
封
立
が
あ
り
、
そ
の
中
間
の
大
佐
、
中
佐
級
は
爾
者
の
ど
ち
ら
か
に
薦
す
る
。
こ
う
し
た
軍
隊
内
部
に
お
け
る

反
目
な
い
し
分
裂
は
、
從
來
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。
だ
が
、
現
代
で
は
、
こ
の
理
念
的
劃
立
が
肚
會
的
封

立
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
い
る
黙
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
、
か
つ
て
の
そ
れ
は
薔
世
代
と
新
世
代
と
の
封
立
で
あ
り
、
杜
會
的
経
験
を
充
分
に
積
ん
で
き
た
者
と
血
氣
盛
ん
な
肚
會
的
未
維
験
者

と
さ
ら
に
ま
た
、
既
に
相
當
の
地
位
を
得
た
老
人
と
絶
え
ず
昇
進
の
道
を
狙
う
若
者
と
の
封
立
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
現
代
の
そ
れ
は
、
軍
隊
の



プ
ロ
フ
ェ
シ
・
ナ
リ
ズ
ム
の
進
展
に
作
な
つ
て
、
優
秀
な
人
物
を
登
用
す
る
た
め
に
士
官
學
校
へ
の
入
學
資
格
を
中
産
階
級
に
援
張
し
た
結
果
、

將
軍
ク
ラ
ス
は
門
閥
な
い
し
特
穫
階
級
の
出
身
で
あ
る
に
鉗
し
て
、
青
年
將
校
の
優
秀
メ
ソ
パ
ー
は
大
部
分
が
實
務
家
、
官
吏
、
都
市
專
門
職
業

群
出
身
、
と
い
う
軍
な
る
職
場
的
感
情
の
封
立
で
な
く
し
て
、
階
級
的
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
封
立
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
將
軍
は
、
地
方
の
土
地
貴
族
や
教
會
勢
力
と
結
ん
で
、
傳
統
的
肚
禽
髄
制
の
保
護
者
と
し
て
の
軍
隊
の
役
割
を
保
持
し
績
げ
よ

う
と
す
る
が
、
新
し
い
都
市
集
團
の
代
表
者
で
あ
る
中
・
下
級
青
年
將
校
は
傳
統
的
肚
會
髄
制
を
根
本
的
に
改
攣
し
、
公
共
幅
祉
政
策
を
提
案
す

る
な
ど
、
む
し
ろ
進
ん
で
改
革
の
ス
ポ
ソ
サ
ー
と
し
て
民
衆
革
命
の
先
頭
に
立
と
う
と
す
る
。
髄
制
の
改
革
は
、
か
れ
ら
に
と
つ
て
も
絶
好
の
昇

進
の
機
會
で
も
あ
る
。
だ
が
、
實
際
杜
會
か
ら
隔
離
さ
れ
た
兵
螢
で
特
殊
の
教
育
を
受
け
、
特
殊
の
規
律
の
も
と
に
生
活
す
る
か
れ
ら
に
と
つ
て
、

「
民
主
主
義
」
と
は
「
デ
カ
ダ
ン
ト
」
な
も
の
に
し
か
映
ら
な
い
。

　
結
局
、
軍
隊
は
嚴
正
な
統
卒
槽
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
實
椹
者
は
中
、
下
級
の
中
堅
的
將
校
團
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
民
衆
活
動
を
支

持
し
て
髄
制
刷
新
に
進
ん
で
協
力
す
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
究
極
的
目
的
は
統
治
機
構
の
軍
事
化
と
極
右
的
政
策
で
あ
り
、
ま

た
軍
部
が
そ
の
財
源
を
依
存
し
て
い
る
國
家
装
置
の
援
張
と
繁
榮
で
あ
る
と
同
時
に
演
出
者
の
新
し
い
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。

　
だ
が
、
一
九
三
〇
年
以
後
、
復
活
し
た
ニ
ュ
ー
・
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
に
封
し
て
、
最
近
、
再
び
強
力
な
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
胎
動
し
て
い

る
徴
候
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
文
民
の
間
に
反
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
蓮
動
が
起
つ
て
き
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
軍
隊
は
依
然
と
し
て
物
理
的
制
裁
力
を
濁
占
し
て
い
る
が
た
め
、
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
推
進
す
る
原
動
力
は
軍
除
内
部
に

嚢
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
動
き
は
、
一
つ
に
は
軍
部
の
肚
會
的
危
機
の
認
識
か
ら
、
い
ま
一
つ
は
軍
部
内
に
お
い
て
、
軍
事
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

務
に
徹
し
よ
う
と
す
る
プ
・
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
政
治
干
渉
を
當
然
の
も
の
と
主
張
す
る
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
抗
雫
に
み
ら
れ
る
。
近
年
、
軍
事
政

穫
の
崩
壌
が
諸
國
に
相
績
い
て
い
る
こ
と
は
、
軍
隊
が
そ
の
間
に
介
在
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
軍
部
に
お
け
る
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
優
勢
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
ラ
テ
γ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
二
七
一
）



　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
除
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
二
七
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
さ
ら
に
、
軍
事
政
穫
自
髄
が
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
彊
化
に
努
め
る
と
い
う
珍
し
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
れ
は
獅
裁
者
に
か
つ
て
與
え
た

権
力
を
再
び
剥
奪
す
る
か
も
知
れ
ぬ
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
を
恐
れ
て
の
封
策
で
も
あ
る
。
ま
た
、
近
年
、
國
際
情
勢
の
緊
張
に
俘
な
つ
て
、
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
諸
國
に
頻
り
に
西
臥
諸
國
や
合
衆
國
の
軍
事
顧
間
團
が
訪
れ
て
新
兵
器
や
新
し
い
戦
術
、
戦
略
の
指
導
に
乗
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
中
堅
將
校
が
中
心
に
な
つ
て
專
門
技
術
の
習
得
に
熱
心
な
努
力
が
績
け
ら
れ
、
も
は
や
軍
隊
は
政
治
に
關
心
を
も
つ
て
い
る
暇
が
な
い
、
と

云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
實
は
軍
隊
の
プ
・
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
傾
向
を
推
進
す
る
も
つ
と
も
健
全
な
信
頼
に
足
る
何
よ
り
の
護
左
で
あ

る
と
云
え
よ
う
。

　
制
度
的
考
察
の
最
後
に
、
陸
海
室
三
軍
の
性
格
に
つ
い
て
附
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
軍
隊
と
総
欝
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の

内
容
は
ほ
と
ん
ど
陸
軍
を
指
す
。
こ
れ
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
に
お
け
る
三
軍
の
實
際
力
に
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
軍
部
と
し
て
の
稜

言
椹
の
ほ
と
ん
ど
が
陸
軍
に
握
ら
れ
て
い
る
實
情
に
あ
つ
た
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
海
軍
の
場
合
に
は
英
國
海
軍
の
指
導
を
受
け
た
た
め

か
、
そ
の
貴
族
的
性
格
の
ゆ
え
に
概
し
て
政
治
的
關
心
を
示
さ
な
か
つ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

　
だ
が
、
近
年
、
特
に
】
九
五
〇
年
代
に
な
つ
て
か
ら
軍
事
技
術
の
近
代
化
に
件
な
つ
て
海
室
軍
勢
力
は
急
激
に
檜
加
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

部
に
お
け
る
稜
言
穫
も
と
み
に
昂
ま
つ
て
ぎ
た
。
ま
た
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
を
は
じ
め
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
そ
の
他
の
諸
國
に
も
海

室
軍
が
主
醗
と
な
つ
た
叛
飢
な
い
し
革
命
が
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
政
治
に
干
渉
す
る
新
た
な
「
力
」
の
撞
頭
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、
軍
部
に
お
け
る
封
立
關
係
を
よ
り
複
雑
化
す
る
と
と
も
に
、
軍
部
の
政
治
的
役
割
に
新
た
な
影
響
を
與
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ぺ
・
ン
や
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
の
ペ
レ
ス
・
ヒ
メ
ネ
ス
は
こ
の
典
型
と
し
て
畢
げ
ら
れ
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
海
軍
將
校
は
土
地
貴
族
や
比
較
的
上
流
階
級
の
出
身
で
あ
り
、
ベ
ロ
ン
の
失
脚
を
決
定
的
に
し
た
の
は
こ
の
海
軍
と
室
軍
と
の
提
携
に
よ

＞
H
菩
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四
　
機
能
的

考
察

　
前
章
に
お
い
て
は
、
軍
隊
が
明
確
な
規
制
の
下
に
お
か
れ
な
が
ら
も
超
軍
事
的
活
動
を
容
易
な
ら
し
め
た
諸
制
度
を
考
察
し
、
ま
た
、
軍
部
内

の
制
度
的
諸
關
蓮
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
制
度
的
側
面
と
裏
腹
な
關
係
に
あ
る
軍
隊
の
機
能
的
側
面
に
つ
い
て
、
特
に
第

二
次
世
界
大
職
以
降
の
政
治
的
攣
革
過
程
に
お
い
て
軍
隊
が
じ
つ
さ
い
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
き
た
か
を
考
察
し
て
み
る
。

　
一
九
三
〇
年
代
の
大
恐
慌
を
境
と
し
て
、
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
が
復
活
し
は
じ
め
た
こ
と
は
前
に
記
し
た
が
、
第
二
次
大
戦
の
直
前
、
ラ
テ
ン
・
ア

メ
リ
ヵ
二
十
ヵ
國
中
、
チ
リ
ー
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
、
メ
キ
シ
コ
の
五
ヵ
國
を
除
く
大
牛
の
諸
國
が
右
翼
権
威
主
義

的
定
型
に
復
節
し
て
い
た
。

「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
政
治
に
封
す
る
大
戦
の
か
け
値
な
し
の
効
果
は
、
こ
の
牛
球
の
安
全
が
脅
や
か
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
傳
統
主
義
政
穫
を
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

権
の
座
に
凍
結
さ
せ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
」
ま
た
、
戦
孚
途
行
の
た
め
の
協
力
を
求
め
た
合
衆
國
が
、
こ
れ
ら
政
穂
に
軍
事
的
経
濟
的
援
助
を
與
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軍
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政
治
的
役
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四
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四
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え
績
け
た
こ
と
も
、
保
守
的
政
樺
の
安
定
を
助
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
戦
時
に
お
け
る
活
況
と
繁
榮
は
、
堅
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の

で
は
な
か
つ
た
。
戦
時
中
、
急
激
に
工
業
施
設
が
接
張
さ
れ
、
螢
働
人
口
が
檜
加
し
た
反
面
、
諸
國
政
府
は
弊
働
賃
銀
を
封
鎖
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
禁
止
し
た
ば
か
り
か
、
勢
働
蓮
動
を
も
非
合
法
化
し
、
こ
れ
に
弾
堅
を
加
え
た
。
中
産
－
螢
働
者
階
級
に
課
せ
ら
れ
た
外
歴
は
肚
會
的
緊
張
を

檜
し
、
そ
の
反
慮
と
し
て
の
民
衆
の
反
擾
に
よ
る
政
治
的
肚
會
的
攣
革
を
必
然
な
ら
し
め
た
。

　
穫
威
主
義
的
濁
裁
制
に
封
す
る
最
初
の
「
下
か
ら
の
突
き
上
げ
」
は
、
一
九
四
三
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
起
つ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
・
ペ
ロ
ソ
大

佐
を
中
心
と
し
た
青
年
將
校
ら
は
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
か
ら
勢
働
勢
力
、
さ
ら
に
急
進
的
な
螢
働
総
同
盟
（
9
旨
⑰
留
轟
9
冒
O
Φ
冨
冨
一
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

浮
9
。
富
」
8
）
ま
で
廣
範
園
に
わ
た
る
勤
勢
大
衆
の
要
望
に
慮
え
る
べ
く
軍
事
革
命
を
起
し
た
。
政
権
の
獲
得
に
成
功
し
た
ぺ
・
ン
は
急
進
肚
會
主

義
的
な
ぺ
・
ニ
ス
モ
蓮
動
を
起
し
、
産
業
資
本
の
「
上
か
ら
の
育
成
強
化
」
を
主
眼
と
し
て
肚
會
の
大
改
造
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
反
響
は
、
同

年
後
牛
に
、
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
の
急
進
的
青
年
將
校
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
に
現
わ
れ
、
さ
ら
に
績
々
と
中
央
ア
メ
リ
カ
、
カ
リ
ブ
海
域
諸
國
に
影
響
を

與
え
て
い
る
。
一
九
四
四
年
に
は
エ
ク
ア
ド
ル
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
キ
ュ
ー
バ
、
一
九
四
五
年
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
が
軍
部
の
突
き
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
民
衆
の
墜
力
の
た
め
に
退
陣
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
、
ペ
ル
ー
で
は
革
新
勢
力
が
政
穫
を
握
つ
た
。
さ
ら
に
、
一

九
四
八
年
に
は
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
が
こ
れ
に
倣
い
、
パ
ナ
マ
（
一
九
五
二
年
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
（
一
九
五
三
年
）
と
績
い
て
い

る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
ラ
ウ
レ
ア
ー
ノ
・
ゴ
メ
ス
將
軍
の
極
右
政
穫
が
軍
除
に
よ
つ
て
放
逐
さ
れ
た
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
革
命
方
式

に
よ
る
左
旋
同
は
こ
れ
で
一
時
期
を
括
つ
た
。

　
一
九
五
三
年
ま
で
に
革
命
と
改
革
の
時
代
は
既
に
新
た
な
反
革
命
の
時
代
と
重
な
つ
て
い
た
。
政
治
的
潮
流
は
一
九
四
七
年
に
は
早
く
も
右
旋

同
を
開
始
し
て
い
た
。
最
初
の
徴
候
は
一
九
四
八
年
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
と
ペ
ル
ー
に
右
翼
の
軍
事
政
権
が
確
立
さ
れ
た
。
同
年
の
エ
ル
・
サ
ル
ヴ

ァ
ド
ル
に
生
れ
た
革
命
政
椹
は
短
命
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
と
ハ
イ
チ
（
一
九
五
〇
年
）
、
キ
ュ
し
ハ
（
一
九
五
二
年
）
の
革
命
は
肚
會
的
な
反
革
命
と

い
つ
た
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
再
び
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
復
活
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
は
パ
ナ
マ
の
ホ
セ
・
ア
ン



ト
ニ
ォ
・
レ
モ
ン
大
佐
が
暗
殺
さ
れ
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
に
一
時
代
を
誇
つ
た
ペ
ロ
ソ
大
統
領
の
追
放
が
、
さ
ら
に
コ
ロ
ソ
ビ
ア
の
實
力
者
、
ギ
ュ

ス
タ
ヴ
ォ
・
ロ
ハ
ス
・
ピ
ニ
ー
リ
ャ
將
軍
が
地
位
を
邉
わ
れ
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
傳
統
的
支
配
集
團
を
背
景
と
し
た
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
つ
て

政
穂
が
奪
わ
れ
て
い
る
。

　
大
戦
中
の
権
威
主
義
的
抑
墜
に
封
す
る
反
抗
と
し
て
、
一
度
は
大
き
く
左
傾
し
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
が
再
び
右
へ
揺
り
戻
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

今
日
で
は
、
一
九
五
九
年
に
宿
敵
パ
チ
ス
タ
政
椹
を
倒
し
て
共
産
主
義
政
椹
を
樹
立
し
て
以
來
、
國
際
的
に
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
カ
ス
ト
ロ

政
穫
と
、
こ
れ
は
キ
ュ
ー
パ
と
は
封
照
的
に
傳
統
艦
制
を
一
九
三
〇
年
以
來
、
堅
持
し
績
け
て
い
る
ト
ル
ヒ
ー
リ
ョ
將
軍
と
が
左
右
の
爾
極
を
占

め
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
は
概
し
て
政
局
も
か
な
り
安
定
し
、
小
康
欺
態
を
保
つ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
多
く
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
政
椹
の
交
替
は
、
ほ
と
ん
ど
が
革
命
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
に
は
、
そ
れ
が
革
新
的
な
性
格
を
も
と
う
と
反
動
的
な
も
の
で
あ
る
を
問
わ
ず
、
必
ら
ず
軍
除
が
指
導
的
役
割

を
割
り
當
て
ら
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
軍
隊
の
演
じ
た
役
割
を
冷
静
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
軍
隊
は
、
一
般
的
に
、
政
穫
捲
當
者
が
傳
統
的
支
配
勢
力
の
支
え
る
專
制

的
凋
裁
者
で
あ
ろ
う
と
勢
働
組
織
に
基
盤
を
も
つ
革
新
勢
力
の
代
表
者
で
あ
ろ
う
と
、
極
端
に
走
る
傾
向
を
阻
止
し
て
き
た
。
軍
部
が
干
渉
し
た

の
は
、
「
軍
隊
自
饅
で
あ
ろ
5
と
、
あ
る
い
は
軍
の
支
持
を
得
て
い
る
民
間
諸
集
團
で
あ
ろ
う
と
、
新
指
導
者
が
鹸
り
に
組
織
勢
働
者
の
關
心
を

買
い
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
肚
會
的
蜥
暦
を
援
げ
る
べ
く
策
を
講
じ
た
り
、
あ
る
い
は
、
ま
た
、
無
責
任
な
、
非
民
主
的
な
、
あ
る
場
合
に
は
全
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髄
主
義
的
な
統
治
手
段
に
極
度
に
憤
慨
し
き
つ
た
場
合
」
で
あ
つ
た
。
軍
部
は
、
そ
の
た
め
に
は
、
僅
か
薮
年
前
に
軍
部
自
艦
が
樹
立
し
た
政
権

で
さ
え
必
要
な
時
に
は
革
命
手
段
に
訴
え
て
こ
れ
を
倒
す
こ
と
を
も
辮
さ
な
い
。
軍
隊
の
政
治
干
渉
が
純
粋
に
愛
國
心
の
襲
露
で
あ
り
、
極
端
な

政
治
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
動
か
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
陸
軍
の
安
定
的
役
割
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ン
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
こ

う
記
し
て
い
る
。
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治
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五
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六
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「
ブ
ラ
ジ
ル
が
、
そ
の
基
本
的
政
治
機
構
を
捨
て
る
こ
と
な
く
し
て
工
業
化
へ
の
信
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
急
速
な
輻
同
を
な
し
え
た
の
は
軍
隊
に
負
う

と
こ
ろ
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
將
軍
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
下
に
、
軍
は
中
央
か
ら
蝕
り
に
離
れ
て
掘
れ
動
く
政
治
の
揺
錘
を
止
め
た
安
定
勢
力

で
あ
っ
た
。
軍
は
、
猫
裁
政
椹
の
必
要
が
終
つ
た
と
き
、
濁
裁
政
槽
を
終
ら
し
め
、
文
民
指
導
者
が
眞
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
基
盤
を
置
く
間
、

局
外
中
立
を
守
つ
た
。
軍
は
、
政
治
指
導
が
極
度
に
逆
方
向
に
揺
れ
た
時
、
再
び
踏
み
出
し
た
。
軍
は
一
九
三
〇
年
に
決
定
的
影
響
力
を
與
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

べ
く
立
ち
上
つ
て
か
ら
、
保
守
的
で
あ
る
が
安
定
的
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
。
」

　
さ
ら
に
、
最
近
の
徴
候
は
、
軍
部
が
武
装
鋒
起
に
立
ち
上
る
衝
動
が
純
粋
に
軍
部
内
に
稜
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
右
傾
的
な

軍
部
が
革
新
勢
力
の
革
命
を
指
導
し
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
起
つ
て
い
る
し
、
ま
た
軍
隊
の
非
政
治
色
が
濃
厚
な
諸
國
に
お
い
て
も
、
民
衆
か
ら
の

突
き
上
げ
に
よ
つ
て
軍
隊
が
實
力
行
使
を
す
る
傾
向
の
焚
現
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
現
象
は
、
軍
部
が
革
命
の
企
書
か
ら
、

演
出
、
脚
色
ま
で
の
す
べ
て
の
役
割
を
捲
當
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
く
、
む
し
ろ
極
め
て
稀
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
徴
候
か
ら
し

て
、
政
局
が
混
飢
し
た
場
合
、
軍
隊
は
む
し
ろ
最
後
ま
で
冷
静
な
観
察
者
で
あ
り
、
最
絡
的
調
停
者
で
あ
る
と
云
つ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

　
政
局
の
最
終
的
調
停
者
と
し
て
の
軍
部
の
役
割
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
の
複
雑
化
し
た
肚
會
的
歌
況
の
中
で
軍
部
の
政
治
的
影
響
力
が
檜
加

し
た
の
か
、
減
少
し
た
の
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
た
だ
し
、
政
治
に
参
加
し
て
い
る
將
校
薮
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
確
實
で
あ

る
。
し
か
し
、
何
と
し
て
も
、
政
治
活
動
を
す
る
將
校
團
の
肚
會
的
、
経
濟
的
方
針
が
奮
髄
制
の
傳
統
的
支
配
集
團
か
ら
離
れ
て
、
新
し
、
い
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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的
中
産
階
級
の
方
針
に
從
う
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
將
校
團
の
新
し
い
立
場
は
、
主
に
三
つ
の
基
礎
條
件
に
立
脚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
軍
除
の
諸
部
門
が
高
度
に
專
門
化
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
軍
部
内
に
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
向
う
彊
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

　
⑧
　
一
般
市
民
中
産
階
級
の
政
治
的
肚
會
的
地
位
は
ま
す
ま
す
改
善
さ
れ
て
き
て
お
り
、
將
校
團
に
と
つ
て
は
、
昔
の
貴
族
的
カ
ス
ト
的
支
配

　
　
集
團
で
あ
つ
た
斜
陽
族
エ
リ
ー
ト
と
結
束
す
る
よ
り
も
、
將
來
性
の
あ
る
中
産
階
級
と
の
杜
會
的
接
燭
を
保
つ
こ
と
の
方
に
期
待
し
う
る
黙



　
　
が
多
い
こ
と
。
ま
た
、
か
れ
ら
自
身
、
中
産
階
級
と
同
一
観
す
る
傾
向
が
彊
ま
つ
て
い
る
こ
と
。

　
③
　
國
内
産
業
を
育
成
し
、
工
業
化
の
促
進
を
彊
調
す
る
中
産
階
級
の
経
濟
政
策
は
、
軍
部
の
主
張
と
ま
つ
た
く
合
致
し
て
い
る
こ
と
。

　
以
上
の
機
能
的
考
察
に
制
度
的
考
察
を
加
味
し
て
の
麟
結
と
し
て
云
え
る
こ
と
は
、
軍
除
は
、
今
日
の
複
雑
化
し
た
政
治
的
、
杜
會
的
、
維
濟

的
状
況
下
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
も
は
や
、
國
家
を
蓮
螢
す
る
に
必
要
か
つ
充
分
な
資
格
を
備
え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
肚
會
か
ら
孤
絶
さ
れ
、
「
特
殊
な
訓
練
を
受
け
、
特
殊
な
観
念
に
立
脚
し
、
特
殊
な
法
の
下
に
、
特
殊
な
榮
碁
を
誇
り
と
す
る
」
軍
部
將
官

　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
セ

は
、
特
殊
な
意
昧
で
の
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
で
は
あ
つ
て
も
、
國
家
の
統
治
問
題
全
般
に
わ
た
る
充
分
な
理
解
力
に
歓
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

　
こ
の
黙
に
關
し
て
、
エ
デ
ュ
ア
ル
ド
・
サ
ン
ト
ス
の
軍
職
者
に
封
す
る
次
の
批
到
は
蝕
り
に
冷
嚴
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
軍
職
者
の
統
治
技
術
に
關
す
る
素
養
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
こ
の
素
養
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
椹
利
を
理
解
し
、
從
わ
せ
、
尊
重
す
る
に
充

分
な
手
段
を
掌
る
こ
と
。
い
か
な
る
意
見
に
も
表
現
の
自
由
を
與
え
る
こ
と
、
法
を
遵
守
し
、
法
を
個
人
的
專
漸
に
任
せ
ぬ
こ
と
、
誤
り
を
正
す

に
勇
氣
あ
る
こ
と
、
助
言
を
求
め
、
そ
れ
に
耳
を
籍
す
こ
と
、
忍
耐
力
を
も
つ
こ
と
、
自
ら
の
力
が
國
民
の
意
志
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理

解
す
る
こ
と
、
…
…
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
潤
い
の
な
い
、
部
下
の
盲
目
的
服
從
、
命
令
を
告
げ
る
乾
き
ぎ
つ
た
罵
聲
狭
い
職
業
的
覗
野
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
す
つ
か
り
馴
れ
て
し
ま
つ
た
軍
職
者
に
と
つ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を
す
べ
て
理
解
し
、
受
け
容
れ
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
」

　
（
1
）
　
国
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①
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）
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）
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）
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5
）
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）
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①
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｝
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Φ
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暮
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彗
缶
農
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碧
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碁
u
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テ
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・
ア
メ
リ
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お
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軍
隊
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政
治
的
役
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一
誤
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四
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（
二
七
七
）



（
7
）

（
8
）

ラ
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》
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㎝
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五
〇

（
二
七
八
）

五
　
結

語

「
も
し
、
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
軍
除
が
國
家
の
文
民
構
威
筋
に
從
属
す
る
も
の
と
し
て
、
當
然
受
く
べ
き
制
約
の
う
ち
に
基
礎
固
め
を

し
、
ま
た
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
だ
が
、
軍
隊
自
膣
な
ら
び
に
一
般
民
衆
が
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
國
は
民
主
主
義
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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襲
展
に
長
足
の
進
歩
を
成
し
途
げ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
」

　
じ
つ
さ
い
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
事
柄
を
反
趨
す
る
な
ら
ば
、
誰
し
も
こ
う
し
た
感
慨
に
捉
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
政
治
構
造
の
安
定
性
に

乏
し
く
、
維
濟
的
に
從
薦
性
を
も
つ
牟
封
建
的
後
進
諸
國
の
宿
命
で
あ
る
と
は
云
え
、
諸
國
獅
立
の
理
想
や
憲
法
に
盛
ら
れ
た
理
念
を
實
現
す
る

に
は
蝕
り
に
も
か
け
離
れ
た
情
勢
に
展
開
し
、
し
か
も
盤
り
に
も
長
き
に
わ
た
つ
て
低
迷
し
績
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
が
何
故
に
惹
起
し
た
か
。
歴
史
的
、
制
度
的
、
機
能
的
老
察
の
綜
合
的
露
結
と
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
除

が
、
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
統
制
を
受
け
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
責
任
が
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
諸
國
の
獅
立
と
同
時
に
、
軍
隊
は
早
く
も
近
代
國
家
の
軍
事
力
の
凋
占
を
開
始
し
、
「
職
業
的
保
守
主
義
」
を
身
に

つ
け
た
。
だ
が
、
當
初
は
私
兵
・
傭
兵
團
と
し
て
の
軍
閥
な
い
し
カ
ウ
デ
ィ
ー
リ
ョ
が
跳
梁
蹟
魑
し
、
い
わ
ゆ
る
軍
部
が
成
立
す
る
ま
で
、
か
な

り
の
長
期
間
を
要
し
た
。
そ
の
後
、
歎
多
の
革
命
経
験
が
重
な
る
に
つ
れ
て
軍
事
官
僚
が
固
定
化
す
る
に
お
よ
ん
で
、
い
ち
は
や
く
身
分
制
杜
會

内
部
で
杜
會
縦
断
的
構
成
を
と
つ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
軍
部
は
支
配
階
級
に
封
す
る
新
た
な
エ
リ
r
ト
の
補
給
源
と
な
り
、
相
封
的
な
進
歩
性
を

帯
び
る
。
こ
う
し
た
軍
部
自
艦
に
よ
る
軍
事
力
の
第
一
次
的
統
制
に
謝
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
ヵ
で
は
、
非
軍
人
に
よ
る
軍
の
統
制
、
す
な
わ
ち

軍
事
力
の
第
二
次
的
統
制
と
さ
れ
る
シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
な
す
べ
き
集
團
は
蝕
り
に
も
弱
饅
で
あ
つ
た
。



　
ヨ
ー
・
ッ
パ
諸
國
で
は
、
通
常
、
市
民
革
命
に
よ
る
成
果
を
防
衛
す
る
と
い
う
軍
の
基
本
的
役
割
を
途
行
す
る
か
ぎ
り
で
は
第
二
次
的
統
制
を

必
要
と
し
な
い
場
合
が
あ
つ
た
。
だ
が
、
市
民
暦
が
革
命
の
成
果
を
完
全
に
手
中
に
牧
め
る
や
、
第
二
次
の
統
制
が
始
ま
り
、
軍
隊
の
非
政
治
化

が
行
わ
れ
る
。
軍
は
、
そ
こ
で
、
失
な
わ
れ
よ
う
と
す
る
内
部
規
律
を
維
持
す
る
た
め
に
、
軍
規
の
張
制
と
規
律
維
持
の
た
め
の
内
的
衝
動
を
騙

り
た
て
る
諸
手
段
を
併
用
し
て
軍
事
力
の
第
三
衣
的
統
制
が
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
盲
目
的
服
從
に
徹
し
た
軍
隊
が
再
び
脅
威
を
増
大
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
非
軍
人
が
軍
を
確
實
に
統
制
下
に
お
き
、
軍
事
凋
裁
を
防
ぐ
た
め
に
、
さ
ら
に
軍
事
力
の
第
二
次
的
統
制
が
本
格
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

重
親
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
も
、
こ
う
し
た
第
二
次
的
統
制
を
な
す
べ
き
文
民
支
配
者
な
ら
び
に
市
民
暦
の
力
は
微
弱
で
は
あ
つ
た
が
、
最
近
の
實

質
的
な
杜
會
革
命
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
軍
自
髄
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
輻
移
の
成
果
と
し
て
非
政
治
化
さ
れ
、
文
民
統
制
下

に
お
か
れ
た
軍
隊
を
も
つ
國
が
檜
加
し
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
、
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
は
杜
會
革
命
に
よ
り
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
と
コ
ス
タ
・
リ
カ
は
李
和
的
展

開
の
う
ち
に
本
格
的
な
第
二
次
的
統
制
下
に
あ
る
。
ま
た
、
チ
リ
ー
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
も
こ
れ
に
倣
い
つ
つ
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
全
髄
的
に
み
て
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
軍
部
の
政
治
的
後
退
の
時
期
は
第
二
次
的
統
制
の
過
程
に
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
三
〇
年

代
か
ら
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
が
復
活
し
は
じ
め
た
の
は
、
シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
・
ー
ル
の
基
盤
が
弱
髄
で
あ
つ
た
だ
け
に
、
軍
事
力
の
第
三
次
的

統
制
が
露
骨
な
形
で
現
わ
れ
た
も
の
と
解
繹
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
れ
も
い
ま
だ
完
全
な
形
態
下
に
は
な
く
と
も
、
本
格
的
文
民
統
制
下
に
軍
部

が
移
行
し
つ
つ
あ
る
國
と
し
て
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
、
ペ
ル
ー
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
を
墨
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
ド
ミ
ニ
カ
共
和
國
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
、
キ
ュ
ー
バ
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
、
ハ
イ
チ
、
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
、
バ
ナ
マ
な

ど
残
る
八
ヵ
國
は
い
ず
れ
も
軍
事
支
配
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
當
分
、
こ
の
髄
制
が
崩
れ
る
氣
配
は
な
い
。
特
に
キ
ュ
ー
バ
と
ド
ミ
ニ
カ
共

和
國
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
左
右
翼
の
爾
極
を
代
表
し
て
お
り
、
彊
力
な
軍
事
凋
裁
髄
制
が
布
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
國
に
政

椹
の
異
動
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ら
ず
暴
力
革
命
の
様
相
を
呈
す
る
だ
ろ
う
し
、
猫
裁
制
が
と
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
軍
事
政

　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
二
七
九
）



　
　
　
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
の
政
治
的
役
割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
二
八
○
）

灌
の
出
現
は
必
至
で
あ
る
。

　
全
般
的
な
結
論
に
入
る
前
に
、
い
ま
一
度
、
序
読
に
引
用
し
た
エ
ド
マ
ン
ド
・
パ
ー
ク
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
い
。
じ
つ
さ
い
、
椹
力
と
服
從

に
關
す
る
秩
序
あ
る
傳
統
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
ー
あ
る
い
は
そ
れ
が
破
壌
さ
れ
て
し
ま
つ
た
i
國
で
は
、
軍
除
は
政
治
に
お
け
る

最
終
的
な
、
場
合
に
よ
れ
ば
唯
一
の
裁
決
者
で
あ
つ
た
。
た
だ
し
、
祉
會
が
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
政
府
に
封
す
る
軍
除
の
服
從
、
な
ら
び

に
政
府
の
法
的
規
制
と
國
民
意
志
に
よ
る
抑
制
、
こ
う
し
た
間
題
を
解
決
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
肚
會
は
秩
序
あ
り
李
和
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
軍
部
な
ら
び
に
そ
の
指
導
下
に
あ
る
軍
除
が
、
政
治
上
の
猫
立
し
た
、
か
つ
決
定
的
な
要
素
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
、
ど
う
し
た
ら
抑
制
で

き
る
か
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
が
た
め
に
高
贋
な
犠
牲
を
沸
つ
て
ぎ
た
し
、
な
お
支
沸
い
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
こ
う

し
て
、
徐
々
に
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
義
務
に
忠
實
な
軍
に
改
攣
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
な
お
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
間
題
の
性
質
自
髄
が
攣
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
雫
い
が
政
椹
の
雫
奪
か
ら
遠
く

隔
つ
た
と
し
て
も
、
優
先
椹
の
問
題
が
差
し
迫
つ
て
く
る
に
遠
い
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
軍
事
豫
算
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
。
そ
し
て
、
一
旦
そ
れ

が
認
め
ら
れ
る
や
、
陸
海
室
三
軍
間
に
展
開
さ
れ
て
き
た
封
立
抗
雫
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
分
割
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
…
－
と
。

　
（
－
）
鼻
算
箆
言
讐
喜
o
鎧
国
o
妻
d
o
目
o
q
辞
甘
駐
■
緯
営
卜
目
Φ
匡
S
噌
一
暮
霞
出
琶
①
昌
8
b
国
8
9
巳
。
＞
崩
9
D
錺
」
×
（
2
9
占
り
罰
y
や
串

（
2
）
o
ξ
窪
ε
昆
p
摩
。
宰
露
9
≧
昌
餌
民
害
扉
一
。
孕
o。
。
巨
霞
。
・
蝉
昆
o
。
〈
。
日
塁
暮
・
ま
り
・
唱
ふ
ω
ー
9
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